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名 証 自 規 第 1 5 3号 

平 成 23年 ３ 月 31日 

 

上 場 会 社 代 表 者 各 位 

 

株式会社名古屋証券取引所     

代表取締役社長 畔 柳  昇 

 

 

金融商品取引業者に係る連結規制の導入等に伴う「取引参加者規程」等の一部改正について 

 

 

平素は、当取引所の市場運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、このたびの

平成23年東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

さて、当取引所は、「取引参加者規程」等の一部改正を行い、平成23年４月１日から施行します

ので、ご通知申し上げます。 

（詳細は、規則改正新旧対照表を名証のホームページ（http://www.nse.or.jp）に掲載しておりま

すのでご覧ください。） 

今回の改正は、本年４月１日に金融商品取引法及びその関係法令が一部改正され、一定規模以上

の第一種金融商品取引業者に対する連結ベースでの規制・監督等の導入が図られることから、「取

引参加者規程」等において所要の整備を行うとともに、株主総会決議後に組織再編契約が解除され

る事例が発生していることを踏まえ、その場合の上場維持を可能とするため組織再編行為に係る上

場廃止日を見直すこととするなど、その他所要の制度整備を行うものです。 

 改正の概要は、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

Ⅰ．改正概要 

１．特別金融商品取引業者等に関する制度整備 

(1) 取引資格の取得審査 

特別金融商品取引業者（改正法（本年４月１日に施行される金

融商品取引法等の一部を改正する法律（平成22年法律第32号）に

おける金融商品取引法の規定をいう。以下同じ。）第57条の２第

２項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。）が取

引資格の取得申請を行う際には、改正法第57条の５第２項に規定

する経営の健全性の状況が適当な水準であることを、取引資格の

取得審査に当たっての財務基盤に係る要件とします。 

(2) 取引参加者の当取引所への報告事項 

報告事項として、①特別金融商品取引業者である取引参加者、

②取引参加者の親会社（改正法第57条の２第８項に規定する親会

（備   考） 

 

 

・取引資格の取得審査に

関する規則 

 

 

 

 

 

 

・取引参加者規程施行規

則第14条 
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社をいう。）若しくは指定親会社（改正法57条の12第３項に規定

する指定親会社をいう。）又は③取引参加者の特定主要株主（改

正法第32条第４項に規定する特定主要株主をいう。）が、当取引

所の定める場合に該当することとなったときは、直ちにその内容

を当取引所に報告することを追加します。 

(3) 取引参加者に対する処置 

特別金融商品取引業者である取引参加者については、改正法第

57条の５第２項に規定する経営の健全性の状況が当取引所の定め

る水準を下回った場合、取引参加者規程第38条第２項に規定する

処置（当取引所の市場における有価証券の売買等の停止又は制限

等）の対象とします。 

 

 

２．その他 

(1) 組織再編行為に係る上場廃止日の見直し 

上場会社が合併などの組織再編行為を行い上場廃止となる場合

の上場廃止日について、効力発生日の３日前（休業日を除外す

る。）の日を上場廃止日とすることとします。 

(2) 他の取引所からの要請に基づく会社情報に係る報告の新設 

上場会社は、有価証券の売買等の公正の確保を図るため、他の

取引所からの情報提供の要請を受けて当取引所が会社情報の発生

から公表に至る経緯等について照会を行った場合は、直ちに照会

事項について当取引所に報告するものとします。 

(3) ＥＴＦの乖離率に係る開示の見直し 

ＥＴＦの一口あたり純資産額と指標の終値の乖離率に係る日々

開示について、それぞれの終値の乖離率を開示する方法から、終

値の変動率の乖離率を開示する方法へと改めます。 

(4) その他 

その他所要の改正を行います。 

 

 

 

 

 

 

・取引参加者規程第38条

第２項第３号等 

 

 

 

 

 

 

 

・株券上場廃止基準の取

扱い４ 

 

 

・適時開示等規則第15条

第４項第２号 

 

 

 

・ＥＴＦ特例第９条第２

項第１号ｃ等 

 

 

・適時開示等規則の取扱

い10等 

 

 

Ⅱ．施 行 日 

平成23年４月１日から施行します。 

 

以  上 

 


